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業務の適正を確保する体制
当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
の概要は以下のとおりです。

当社は、以下の体制の下で会社業務の適法性・効率性の確保並びにリスクの管理に努めると
ともに会社を取り巻く環境の変化に応じて見直しを行い、その改善・充実を図ることとする。

（１）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①取締役は、会社経営に関する重要事項及び業務執行状況を取締役会に報告して情報の共
有化を図り、それに関する意見を交換することにより、取締役会による取締役の業務執
行の監督を充実させる。

②取締役会は、取締役会規程に従い取締役会に付議された議案が充分審議される体制をと
り、会社の業務執行に関する意思決定が法令及び定款に適合することを確保する。
③代表取締役は、法令若しくは取締役会から委任された会社の業務執行を行うとともに、
取締役会の決定、決議及び社内規程等に従い業務を執行する。また、代表取締役直轄に
内部監査部門を設置し、業務遂行状況の監視体制を図る。
④役職員が職務を遂行するにあたり遵守すべき行動基準としての企業行動規則のほか、コ
ンプライアンス規程及びコンプライアンスガイドラインを制定する。コンプライアン
ス・リスク管理委員会を設置し、コンプライアンス違反を未然に防ぐため、会社内部及
び外部に通報窓口を設ける。コンプライアンス・リスク管理委員会は、四半期毎にその
構成委員による会議を招集し、コンプライアンス遵守の状況の確認と啓蒙活動を行う。
⑤役職員に対して、コンプライアンスガイドラインを配布し、また、定期的にコンプライ
アンス研修を実施し、法令及び定款の遵守並びに浸透を図る。特に、独占禁止法の遵守
については、遵守のための確認・監視等の体制を整備するとともに行動規範の徹底を図
り、厳正な職務の執行を確保する。
⑥役職員に対して、他社で発生した重大な不祥事・事故についても、速やかに周知するほ
か、必要に応じて講習を実施する。
⑦反社会的勢力対策規程に基づき市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び
団体とは一切の関係を持たず、毅然とした態度で対応する。
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（２）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
①取締役の職務執行に係る文書、その他重要な情報については、法令及び文書管理規程ほ
か社内規程等に則り作成、保存、管理する。
②情報の不正使用及び漏洩の防止のための手順を定め、情報セキュリティ施策を推進す
る。

（３）損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①当社のリスク管理体制を体系的に定めるリスク管理規程を制定する。
②コンプライアンス・リスク管理委員会は、リスクの予防に努めるほか、リスク管理規程
に基づき想定されるリスクに応じた有事の際の迅速かつ適切な情報伝達と緊急体制を整
備する。（大規模事故・災害・不祥事の発生時における緊急対策本部の設置等）
③コンプライアンス・リスク管理委員会の運営を司る部門として、総務人事部内にコンプ
ライアンス・リスク管理委員会事務局を設置する。
④リスク管理規程に基づき各部門に働き掛けし、各部門において継続的にリスクを監視す
る。
⑤内部監査部門は、監査等委員と連携して、各種リスクの管理状況の監査を実施する。
⑥会社に発生した、または発生する恐れのあるリスクを発見した役職員が直接コンプライ
アンス・リスク管理委員会に連絡できるリスク情報受入窓口を設ける。

（４）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①取締役会の決定に基づく業務執行については、職務分掌規程、職務権限規程において、
それぞれの分担を明確にして、職務の執行が効率的に行われることを確保する。
②取締役会は、当社の全取締役及び使用人が共有する目標とする経営方針、経営戦略及び
経営計画等を定め、各本部・部・室・グループ別の業績目標を設定し、代表取締役、取
締役及び執行役員がその達成に向けて職務を遂行した成果である実績を管理する。
③取締役会を毎月１回以上開催し、重要事項の決定並びに取締役及び執行役員の業務の執
行状況について報告を行い、取締役及び執行役員の職務の執行について監視・監督を行
う。また、職務の執行が効率的に行われることを補完するため、経営に関する重要事項
について協議する経営会議を毎月１回以上開催する。
④取締役会は、気候変動対応を含む将来にわたる重要課題を認識し、持続可能な社会の実
現と中長期的な企業価値向上を目指し、サステナビリティ経営戦略を推進するため、新
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たにサステナビリティ委員会を設置する。SDGsをはじめとする社会・環境問題に事業
を通じて取り組み、確認・整理したうえで、取締役会に報告と提言を行う。

（５）監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における、当該使用
人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対
する指示の実効性の確保に関する事項
①監査等委員の職務を補助するため、スタッフを配置する。当該使用人の選出は監査等委
員会において決定する。
②監査等委員担当のスタッフは、監査等委員の指示に従いその職務を行う。
③監査等委員担当のスタッフの人事考課については、常勤監査等委員の報告を受けて行
う。

④監査等委員担当のスタッフの異動については、常勤監査等委員の意見を聴取して行う。

（６）取締役及び使用人が監査等委員に報告するための体制その他の監査等委員への報告に関
する体制
①取締役及び使用人は、取締役会等の重要な会議において随時、担当する業務の執行状況
について報告を行う。
②取締役及び使用人は、監査等委員の求めに応じて会社の業務の執行状況について報告す
る。

③取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見したとき、また
は通報を受けたときは、速やかに監査等委員に報告する。
④監査等委員に報告した者に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いはし
ないものとする。

（７）当社の監査等委員の職務の執行について生じる費用または債務の処理に係る方針に関す
る事項
①監査等委員がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたとき
は、当該請求に係る費用または債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認め
られた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
②監査等委員会から独自に外部専門家（弁護士・公認会計士等）を顧問とすることを求め
られた場合、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、その
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費用を負担する。
③監査等委員の職務の執行について生じる費用等を支弁するため、毎年、予算を設ける。

（８）その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①監査等委員は、代表取締役と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題について意見交換
を行う。
②監査等委員は、会計監査人と定期的に会合を持ち、意見及び情報の交換を行うととも
に、必要に応じて会計監査人に報告を求める。
③内部監査部門は、内部監査規程に則り監査が実施できる体制を整備し、監査等委員との
相互連携を図る。

（９）財務報告の信頼性を確保するための体制
①内部統制システム構築の基本方針及び別途定める「財務報告に係る内部統制の基本方
針」に基づき、財務報告に係る内部統制の整備及び運用を行う。
②財務報告の信頼性を確保するため、使用人に対し教育、研修等を通じて内部統制につい
て周知徹底し、全社レベル及び業務プロセスレベルにおける統制を図るものとする。

③取締役会は、財務報告に係る内部統制を監視するとともに、法令に基づき財務報告に係
る内部統制の整備状況及び運用状況を評価し改善するものとする。

（10）反社会的勢力の排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
①反社会的勢力とは一切の関係を持たないこと、不当要求については拒絶することを基本
方針とし、これを各種社内規程等に明文化する。また、取引先がこれらと関わる個人、
企業、団体等であることが判明した場合には取引を解消する。
②総務人事部を反社会的勢力対応部署と位置付け、情報の一元管理・蓄積等を行う。ま
た、役員及び使用人が基本方針を遵守するよう教育体制を構築するとともに、反社会的
勢力による被害を防止するための対応方法等を整備し周知を図る。
③反社会的勢力による不当要求が発生した場合には、警察及び顧問法律事務所等の外部専
門機関と連携し、有事の際の協力体制を構築する。
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上記体制の運用状況
（１）コンプライアンス・リスク管理
インサイダー取引管理規程を制定し全役職員を対象としたインサイダー研修を定期的に開催
するほか、コンプライアンス・リスク管理委員会を四半期毎に開催してコンプライアンスの状
況の確認及び啓蒙活動を行い、また定期的にコンプライアンス研修を実施し、コンプライアン
ス意識の向上を図っております。
反社会的勢力の排除については、事前確認の徹底及び暴力団排除条項を盛り込んだ契約の締
結等により、一切の関係を遮断しております。
また、コンプライアンス・リスク管理委員会にてリスク情報の確認及び情報共有を行い、リ

スクマネジメントの推進を図っております。

（２）内部統制の評価
各業務執行部門から独立した内部監査部門を設置し、業務プロセス３点セット（業務フロ
ー・業務記述書・リスクと統制の対応）及び財務報告に係る内部統制の整備・運用及び評価の
基本計画書に基づき、金融商品取引法に基づく全社的な内部統制・IT全般統制・決算財務プロ
セス及びその他の主要な業務プロセスの内部統制について、整備状況及び運用状況を評価し、
有効性の評価を実施しております。

（３）内部監査
内部監査計画書に基づき、本社内全部門、支店及び全作業所について、コンプライアンス・
分掌業務・予算統制・労務管理等の項目を対象に内部監査を実施いたしました。内部監査結果
は社長及び被監査部門長に報告し必要に応じて改善指示を行い、以降の業務執行に反映してお
ります。また、内部監査は監査等委員と連携して実施し、情報を共有し業務の効率化に向けた
活動を実施しております。

（４）社外監査等委員への情報提供の充実
常勤監査等委員は、代表取締役と四半期毎に会合を持ち、意見交換及び情報共有を行うとと
もに、内部監査部門及び会計監査人と四半期毎に会合を持ち、意見交換及び情報共有を行って
おります。また、常勤監査等委員が得た情報等は、適宜監査等委員会及び他の社外監査等委員
に提供され、社外監査等委員への情報提供の充実が図られております。
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株主資本等変動計算書
（自 2021年 ６月１日
至 2022年 ５月31日）

（単位：千円）
株 主 資 本

新株
予約権

純資産
合計資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合計資本

準備金
資本
剰余金
合計

その他
利益
剰余金

利益
剰余金
合計繰越利益

剰余金

当期首残高 728,769 687,430 687,430 5,780,723 5,780,723 △921,437 6,275,486 6,620 6,282,106

当期変動額
新株の発行
（新株予約権
の行使）

1,660 1,655 1,655 3,315 3,315

剰余金の配当 △469,623 △469,623 △469,623 △469,623

当期純利益 1,269,124 1,269,124 1,269,124 1,269,124

自己株式の
取得 △165,675 △165,675 △165,675

自己株式の
処分 14,020 14,020 14,020

株主資本以外
の項目の当期
変動額(純額)

△3,310 △3,310

当期変動額合計 1,660 1,655 1,655 799,500 799,500 △151,654 651,160 △3,310 647,850

当期末残高 730,429 689,085 689,085 6,580,224 6,580,224 △1,073,092 6,926,647 3,310 6,929,957
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個 別 注 記 表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．資産の評価基準及び評価方法
（１）有価証券の評価基準及び評価の方法

子会社株式及び関連会社
株式 ・・・ 移動平均法による原価法

その他有価証券
市場価格のない株式等
以外のもの ・・・ 時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定）
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法

販売用不動産 ・・・ 個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げ
の方法)

仕掛販売用不動産 ・・・ 個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げ
の方法)

未成工事支出金 ・・・ 個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げ
の方法)

２．固定資産の減価償却の方法
（１）有形固定資産 ・・・・・・・・・・・・・ 定額法
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 ８～24年
車両運搬具 ６年
工具、器具及び備品 ５～20年

（２）無形固定資産（リース資産を除く） ・・・ 定額法
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
ソフトウエア（自社利用分） ５年（社内における利用可能期間）

（３）長期前払費用
契約期間等にわたり均等償却しております。
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３．引当金の計上基準
貸倒引当金 ・・・ 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に
ついては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額
を計上しております。

賞与引当金 ・・・ 従業員に対し支給する賞与の支出に備えて、当事業年
度末における支給見込額に基づき計上しております。

完成工事補償引当金 ・・・ 完成工事の補償工事に係る費用を補填するため、過去
の補償工事の実績等を基準として算定した将来の負担
見込額を計上しております。

アフターコスト引当金 ・・・ 当事業年度末までに販売した不動産に係る費用を補填
するため、合理的に見積ることができる場合に個別物
件に係る必要額を計上しております。

役員株式給付引当金 ・・・ 役員株式給付規程に基づく取締役（社外取締役は除
く。）への当社株式の交付に備えるため、当事業年度
末における株式給付債務の見込額に基づき計上してお
ります。

退職給付引当金 ・・・ 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末におけ
る退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付
に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方
法を用いた簡便法を適用しております。

株式給付引当金 ・・・ 株式給付規程に基づく従業員への当社株式の交付に備
えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込
額に基づき計上しております。

４．収益及び費用の計上基準
主要な事業である建設事業においては、顧客との工事請負契約に基づき、目的物の完成
及び顧客に引渡す義務を負っております。当該履行義務は、主として工事の進捗に伴い支
配を顧客に移転することとなるため、一定の期間にわたり充足されると判断しており、履
行義務の充足に係る進捗度に基づき、一定の期間にわたり収益を認識しております。履行
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義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、予想
される工事原価総額に占める割合に基づいて行っております。なお、契約における取引開
始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事について
は、代替的な取扱いを適用し、一定期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足
した時点で収益を認識しております。

（会計方針の変更に関する注記）
（収益認識に関する会計基準等の適用）
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識
会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧
客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識す
ることといたしました。
これにより、工事契約に関して従来は、工事の進捗部分について成果の確実性が認められる
工事については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用しておりました
が、財又はサービスが一定の期間にわたり移転する場合には、財又はサービスを顧客に移転す
る履行義務が充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しておりま
す。また、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、発生する費用
を回収することが見込まれる場合には、原価回収基準にて収益を認識しております。なお、工
事契約について、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点ま
での期間がごく短い場合には代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、
完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過

的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累
積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を
適用しております。
この結果、当事業年度の売上高、売上原価、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与

える影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算
定会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金
融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-２項に定める経過
的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用す
ることとしております。なお、計算書類に与える影響はありません。
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（表示方法の変更に関する注記）
損益計算書
前事業年度において、独立掲記しておりました「営業外費用」の「自己株式取得費用」は、

金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。

（会計上の見積りに関する注記）
（１）一定の期間にわたり履行義務を充足する工事契約に関する収益認識
当事業年度の計算書類に計上した金額
一定の期間にわたり履行義務を充足する完成工事高 9,381,165千円

（２）会計上の見積りの内容に関する理解に資するその他の情報
①算出方法
一定の期間にわたり充足される履行義務のうち、合理的な進捗度の見積りができるもの

については、期間がごく短い場合を除き、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進
捗度に基づき収益を認識しております。進捗度の測定は各報告期間の期末日までに発生し
た工事原価が、予想される工事原価総額に占める割合に基づいて行っております。工事原
価総額の見積りは実行予算によって行います。
工事原価総額の見積もりに用いた仮定には、作成時点で入手可能な情報に基づいた施工

条件や資材機材価格、作業効率等を勘案して工種別に詳細に積み上げることによって工事
原価総額を見積ります。工事着工後は作業所において実際の発生原価と対比して適時・適
切に工事原価総額の見直しを行っております。

②主要な仮定
一定の期間にわたり履行義務を充足する工事契約に関する収益認識の基礎となる工事原
価総額は、工事契約毎の実行予算を使用して見積りを行っております。工事は基本的な仕
様や作業内容が顧客の指図に基づくため、個別性があるとともに、こうした工事原価総額
の見積りは、工事に対する専門的な知識や経験を有する所管部署による一定の仮定と判断
が必要であり、不確実性を伴うものとなります。また、工期が長期にわたることから、建
設資材・労務等の急激な高騰及び調達難、協力業者等の確保状況による生産能力の低下等
が生じ、材料費及び外注費等が変動する可能性があるため、工事原価総額を継続的に見直
しております。
③翌事業年度の計算書類に与える影響
工事原価総額の見積りにつきましては、契約内容の変更等、当事業年度末までに判明し
ている事象や把握している情報を反映し、見積りを実施しております。しかしながら、想
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定外の事象が発生した場合には工事原価総額が変動し、当事業年度末までに計上した進捗
部分に係る変動額が翌事業年度の計算書類に影響する可能性があります。

（貸借対照表に関する注記）
１．担保資産
担保に供している資産
仕掛販売用不動産 2,454,475千円

合計 2,454,475千円
担保資産に対応する債務
１年内返済予定の長期借入金 110,000千円
長期借入金 1,649,999千円

合計 1,760,000千円

２．有形固定資産の減価償却累計額 20,848千円

３．保証債務
以下の得意先の分譲マンション販売に係る手付金等受領額に対して、信用保証会社へ保証を
行っております。
株式会社中央住宅 57,360千円

以下の関係会社の金融機関からの借入に対して、債務保証を行っております。
ファーストエボリューション株式会社 100,000千円

４．流動負債の「その他」のうち、契約負債の残高 56,840千円

（損益計算書に関する注記）
研究開発費の総額 9,416千円
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（株主資本等変動計算書に関する注記）
１．発行済株式に関する事項

（単位：株）

株式の種類 当事業年度
期首株式数

当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度末
株式数

普通株式 13,358,540 5,000 － 13,363,540
（注）普通株式の発行済株式総数の増加5,000株は、新株予約権の行使による増加であります。

２．自己株式に関する事項
（単位：株）

株式の種類 当事業年度
期首株式数

当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度末
株式数

普通株式 1,308,131 235,000 20,100 1,523,031
（注）１．当事業年度期首及び当事業年度末の自己株式数には、株式会社日本カストディ銀行

（信託Ｅ口）が保有する当社株式が、それぞれ308,100株、288,000株含まれてお
ります。

２．自己株式の株式数の増加235,000株は、取締役会決議に基づく自己株式の取得によ
るものであります。

３．自己株式の株式数の減少20,100株は、「株式給付信託（J-ESOP）」及び「役員株式
給付信託（BBT）」の給付によるものであります。

― 12 ―

2022年07月21日 15時01分 $FOLDER; 13ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



３．配当に関する事項
（１）配当金支払額

決議日 株式の種類 配当金の
総額（千円）

１株当たり
配当額（円） 基準日 効力発生日 配当の原資

2021年
７月９日
取締役会

普通株式 469,623 38.00 2021年
5月31日

2021年
8月27日

利益
剰余金

（注）配当金の総額には、「株式給付信託（J-ESOP）」及び「役員株式給付信託（BBT）」の信
託財産として株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が保有する当社株式に対する配
当金11,707千円が含まれております。

（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議日 株式の種類 配当金の
総額（千円）

１株当たり
配当額（円） 基準日 効力発生日 配当の原資

2022年
７月８日
取締役会

普通株式 388,112 32.00 2022年
5月31日

2022年
8月29日

利益
剰余金

（注）配当金の総額には、「株式給付信託（J-ESOP）」及び「役員株式給付信託（BBT）」の信
託財産として株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が保有する当社株式に対する配
当金9,216千円が含まれております。

４．当事業年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）
の目的となる株式の種類及び数

普通株式 5,000株
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（税効果会計に関する注記）
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
未払事業税 19,737千円
賞与引当金 3,772
法定福利費 3,175
補助金収入 45,874
完成工事補償引当金 8,245
アフターコスト引当金 17,946
退職給付引当金 27,842
株式給付引当金 21,928
敷金償却 8,535
関係会社株式評価損 11,331
その他 35,552

繰延税金資産 小計 203,943
評価性引当額 △19,867

繰延税金資産 合計 184,076
繰延税金負債
株式給付信託口費用 4,015

繰延税金負債 合計 4,015
繰延税金資産の純額 180,060

（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入
により調達しております。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である電子記録債権、売掛金及び完成工事未収入金は、顧客の信用リスクに晒さ
れております。当該リスクに関しましては、取引先ごとの与信管理と期日管理、残高管理を
行っております。なお、回収期日は１年以内となっております。
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敷金及び保証金については、差入先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び工事未払金は１年以内の支払期日としております。営業債務

は流動性リスクに晒されておりますが、当社では、月次に資金繰り計画を作成するなどの方
法により管理をしております。
預り保証金については、不動産賃貸借契約に係る保証金であり、預託先の信用リスクに晒
されております。
長期借入金については、ほとんどが金利の変動リスクに晒されております。また、当該資

金調達に係る流動性リスクに関しては、定期的に資金計画を作成・更新するとともに、手元
流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。

２．金融商品の時価等に関する事項
2022年５月31日（当事業年度末日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額に
ついては、次のとおりであります。

（単位：千円）
貸借対照表計上額 時価 差額

（１） 敷金及び保証金 81,991 81,201 △790
資 産 計 81,991 81,201 △790

（２） 預り保証金 86,143 86,142 △0
（３） 長期借入金 2,956,000 2,956,000 －

負 債 計 3,042,143 3,042,142 △0
（注）１．「現金及び預金」、「電子記録債権」、「売掛金」、「完成工事未収入金」、「支払手形」、

「工事未払金」、「未払金」及び「未払法人税等」については、現金であること及び短
期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略
しております。

２．市場価格のない株式等は上記の表に含まれておりません。当該金融商品の貸借対照
表計上額は以下のとおりであります。

（単位：千円）
貸借対照表計上額

非上場株式 2,000
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３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の

３つのレベルに分類しております。
レベル１：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当

該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価

の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

（１）時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
該当する事項はありません。

（２）時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
(単位：千円)

区分 時価
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

敷金及び保証金 － 81,201 － 81,201
資 産 計 － 81,201 － 81,201
預り保証金 － 86,142 － 86,142
長期借入金 － 2,956,000 － 2,956,000
負 債 計 － 3,042,142 － 3,042,142
（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

敷金及び保証金
敷金及び保証金の時価の算定は、一定の期間ごとに分類し、与信管理上の信用リスク区
分ごとに、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に信用スプレッドを
上乗せした利率で割引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しており
ます。
預り保証金
預り保証金の時価の算定は、一定の期間ごとに分類し、与信管理上の信用リスク区分ご
とに、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に信用スプレッドを上乗
せした利率で割引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しておりま
す。
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長期借入金（１年内返済予定のものを含む）
長期借入金の時価は、固定金利によるものは、一定の期間毎に区分した債務毎に、その

将来キャッシュ・フローを返済期日までの期間及び信用リスクを加味した利率で割り引い
た現在価値により算定し、レベル２の時価に分類しております。変動金利によるものは、
短期間で市場金利を反映することから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるた
め、当該帳簿価額によっており、レベル２の時価に分類しております。

（収益認識に関する注記）
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

(単位：千円)

合計
収益認識の時期

一定の期間にわたり
移転される財

一時点で
移転される財

分譲マンション建設事業
顧客との契約から生じる収益 30,044,734 16,089,443 13,955,291
その他の収益（注） 133,822 133,822 －
外部顧客への売上高 30,178,557 16,223,265 13,955,291
（注）その他の収益には、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に基づく賃料

収入等が含まれております。

２．収益を理解するための基礎となる情報
注記表「重要な会計方針に係る事項に関する注記 ４．収益及び費用の計上基準」に同一の
内容を記載しているため、注記を省略しております。
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３．当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
（１）顧客との契約から生じた債権及び契約負債の残高等

(単位：千円)

当事業年度
（2022年５月31日）

顧客との契約から生じた債権
電子記録債権 194,000
売掛金 761,647
完成工事未収入金 4,574,680

契約負債 419,057

（２）残存履行義務に配分した取引価格
当事業年度末時点で未充足の履行義務に配分した取引価格の総額は、21,489,443千円で
あり、当該履行義務は、主に建築事業におけるものであり、期末日後概ね２年以内に収益と
して認識されると見込んでおります。

（１株当たり情報に関する注記）
１株当たり純資産額 585円00銭
１株当たり当期純利益金額 105円76銭
（注）当社の「株式給付信託（J-ESOP）」及び「役員株式給付信託（BBT）」において株式

会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が保有する当社株式は、１株当たり純資産額
の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めており、また、１株当
たり当期純利益金額の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に
含めております（当事業年度末288,000株、期中平均株式数294,391株）。
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